
指定第１号事業者のための運営の手引き
介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防通所介護相当サービス

この手引きは作成時点でまとめていますが、今後変更も予想されますので、常に

最新情報を入手するようにしてください。

令和３年 10 月
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Ⅰ 基準の性格

１ 基 準の 制 定

● 介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業に お け る 第１号事 業の 人 員 、 設備、 運営に 関す る 基 準に つ い て は

介 護保 険法施行規則 （平成 11年厚 生省令 第 36 号）第 140 条の 63 の ６に お い て 市町村が 定 め る と さ

れ て い ま す 。 横須賀市で は 平成 28年１月か ら 第１号事 業に お け る 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ ス及

び 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スを 開始 す る に あ た り 、 次の と お り 基 準を 定 め て い ま す 。

【 介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業に お け る 第１号事 業に 関す る 基 準】

○ 横須賀市介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業の 人 員 等に 関す る 基 準

（以 下「 基 準」 と い う 。）

（参 考）厚 生労 働 大 臣が 定 め る 基 準等

〇 介 護保 険法施行規則 第 140 条の 63 の ２第１項第 1 号に 規定 す る 厚 生労 働 大 臣が 定 め る 基 準（令 和 ３

年厚 生労 働 省告 示第 72号）

〇 介 護保 険法施行規則 第 140条の 63 の ２第１項第 1号に 規定 す る 厚 生労 働 大 臣が 定 め る 基 準の 制 定 に

伴 う 実施上の 留意事 項に つ い て

基 準の 掲載場 所

○ 横須賀市ホー ムペー ジ （https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/index.html）

→ 健康・ 福祉・ 教育→ 年金・ 保 険 → 高齢者福祉・ 介 護保 険 → 介 護予 防・ 日常生活支援総合 事 業

→ 事 業者へ の お 知ら せ → 要綱・ 基 準・ 通知（指定 申請・ 届出関係 ）
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Ⅱ サービスの提供の方法について

（１）単 位 に つ い て の 考え 方

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（２） 第１号通所事 業と 指定 通所介 護又は 指定 地域密着型通所介 護と の 一体 的運営等に つ い て

〈 基 準第 42 条第１項、 第 44 第５項〉

指定 通所介 護事 業又は 指定 地域密着型通所介 護と 第１号通所事 業（介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スに

限る 、 以 下同 じ ）を 同 じ 事 業所で 一体 的に 運営し て い る 場 合 に つ い て は 、 第１号通所事 業の 基 準を 満た し

て い れ ば 、 指定 通所介 護又は 指定 地域密着型通所介 護の 基 準を 満た し て い る こ と と み な さ れ ま す 。

職員 の 人 員 配置に つ い て は 、 第１号通所事 業と 通所介 護又は 地域密着型通所介 護を 合 わ せ た 利 用者数

に 応じ て 必要な 員 数が 配置さ れ て い れ ば 差し 支え あ り ま せ ん 。

設備・ 備品 は 共有す る こ と が で き ま す 。 食堂 及 び 機能訓練室（利 用者数× ３㎡以 上）の 面積要件 に つ い

て は 、 第１号通所事 業と 通所介 護又は 地域密着型通所介 護を 合 わ せ た 利 用者数に 応じ て 必要な 面積が 確

保 さ れ て い れ ば 差し 支え あ り ま せ ん 。

【 注意】

な お 、 居宅サ ー ビ スと 第１号事 業を 同 一の 拠点に お い て 運営さ れ て い る 場 合 で あ っ て も 、 完全 に

体 制 を 分離し て 行わ れ て お り 一体 的に 運営さ れ て い る と は 評価 さ れ な い 場 合 に あ っ て は 、 人 員 に つ

い て も 設備、 備品 に つ い て も そ れ ぞ れ が 独立し て 基 準を 満た す 必要が あ り ま す 。
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Ⅲ 人員基準及び設備基準について

（１）管理者 〈 基 準第 43 条〉

（２）生活相談員 〈 基 準第 42 条〉

（３）看護職員 ・ 介 護職員 〈 基 準第 42 条〉

（４）機能訓練指導員 〈 基 準第 42 条〉

（５）設備及 び 備品 〈 基 準第 44 条〉

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

Ⅳ 運営基 準に つ い て

１ サ ー ビ ス開始 の 前 に

（１）内 容及 び 手続の 説明及 び 同 意

（２）提供 拒否 の 禁止

（３）サ ー ビ ス提供 困難時の 対応

（４）受 給資格等の 確認

（５）要支援認定 等の 申請に 係 る 援助

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

２ サ ー ビ ス開始 に 当た っ て

（６）心身の 状況等の 把握

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（７）地域包 括支援セン ター 等と の 連携

サ ー ビ スを 提供 す る に 当た っ て は 、 地域包 括支援セン ター 等そ の 他 保 健医療サ ー ビ ス又は 福祉サ ー ビ

スを 提供 す る 者と の 密接な 連携に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 サ ー ビ スの 提供 の 終了 に 当た っ て は 、

利 用者又は そ の 家族に 対し て 適切 な 指導を 行う と と も に 、 当該利 用者に 係 る 地域包 括支援セン ター 等に

対す る 情報 の 提供 及 び 保 健医療サ ー ビ ス又は 福祉サ ー ビ スを 提供 す る 者と の 密接な 連携に 努 め な け れ ば

な り ま せ ん 。

（８）介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画書に 沿っ た サ ー ビ スの 提供

地域包 括支援セン ター 等が 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を 作 成し て い る 場 合 に は 当該計画に 沿っ た 介

護予 防通所介 護相当サ ー ビ スを 提供 し な け れ ば な り ま せ ん 。
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【 ポイ ン ト】

介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に 基 づ か な い 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スに つ い て は 、 原 則 と し て 第

１号事 業支給費を 算定 す る こ と が で き ま せ ん 。

（９）介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画書等の 変 更の 援助

利 用者が 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画の 変 更を 希望す る 場 合 は 、 地域包 括支援セン ター 等へ の 連絡等

を 行わ な け れ ば な り ま せ ん 。

（６）～（９）の 【 ポイ ン ト】

（６）～（９）ま で は 、 他 の サ ー ビ ス事 業者、 特に 介 護支援専門員 と の 密接な 連携が 必要と な り ま す 。

○ サ ー ビ ス担当者介 護の 出席

介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を 変 更す る 場 合 等に 、 介 護支援専門員 は 第１号通所事 業者等の 居宅サ

ー ビ ス事 業者等を 集め て サ ー ビ ス担当者会 議を 開催 す る こ と に な っ て い ま す 。 第１号通所事 業者は

利 用者を 取 り 巻 く チー ムケ ア の 一員 と し て こ の 会 議に 出席し な く て は な り ま せ ん 。

サ ー ビ ス担当者会 議で は 、 第１号通所事 業者は 、 ア セスメン トや モニタリン グ に 基 づ い た 情報 提供

を 行う と と も に 、 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画原 案に つ い て 専門的立場 か ら 提言し 、 他 事 業所と の 情

報 交 換を 図っ て く だ さ い 。

３ サ ー ビ ス提供 時

（10）サ ー ビ スの 提供 の 記録

（11）利 用料等の 受 領 〈 基 準第 45 条〉

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

４ サ ー ビ ス提供 に お け る 注意点

（12）介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 基 本取 扱方針 〈 基 準第 55条〉

・ サ ー ビ スを 提供 す る に 当た っ て 、 利 用者の 介 護予 防に 資す る よ う 、 そ の 目標を 設定 し 、 計画的に 行わ

な け れ ば な り ま せ ん 。

・ 自ら そ の 提供 す る 介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スの 質の 評価 を 行う と と も に 、 主治の 医師又は 歯科

医師と も 連携を 図り つ つ 、 常に そ の 改善を 図ら な け れ ば な り ま せ ん 。

・ 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 に 当た り 、 単 に 利 用者の 運動 器の 機能の 向 上、 栄養状態の 改

善、 口 腔機能の 向 上等の 特定 の 心身機能に 着目し た 改善等を 目的と す る も の で は な く 、当該心身機能の

改善等を 通じ て 、 利 用者が で き る 限り 要介 護状態と な ら な い で 自立し た 日常生活を 営む こ と が で き る

よ う 支援す る こ と を 目的と す る も の で あ る こ と を 常に 意識し て サ ー ビ スの 提供 に 当た ら な け れ ば な り

ま せ ん 。

・ 指定 第１号通所事 業者は 、 利 用者が そ の 有す る 能力 を 最大 限活用で き る よ う な 方法に よ る サ ー ビ ス

の 提供 に 努 め な け れ ば な り ま せ ん 。
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・ 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 に 当た り 、 利 用者と の コ ミュニケ ー シ ョン を 十 分に 図る こ と

そ の 他 の 様々 な 方法に よ り 、 利 用者が 主体 的に 事 業に 参 加 す る よ う 適切 な 働 き か け に 努 め な け れ ば な

り ま せ ん 。

（13）介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 具 体 的取 扱方針 〈 基 準第 56 条〉

① 主治の 医師又は 歯科医師か ら の 情報 伝 達や サ ー ビ ス担当者会 議を 通じ る 等の 適切 な 方法に よ り 、 利

用者の 心身の 状況、 そ の 置か れ て い る 環境 等利 用者の 日常生活全 般の 状況の 的確な 把握を 行う も の と

さ れ て い ま す 。

② 管理者は 、 ① に 規定 す る 利 用者の 日常生活全 般の 状況及 び 希望を 踏ま え て 、 介 護予 防通所介 護相当

サ ー ビ スの 目標、当該目標を 達成す る た め の 具 体 的な サ ー ビ スの 内 容、 サ ー ビ スの 提供 を 行う 期間等を

記載し た 介 護予 防通所介 護計画を 作 成す る も の と さ れ て い ま す 。

③ 介 護予 防通所介 護計画は 、 既に 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画が 作 成さ れ て い る 場 合 は 、 当該計画の 内

容に 沿っ て 作 成し な け れ ば な り ま せ ん 。

④ 管理者は 、 介 護予 防通所介 護計画の 作 成に 当た っ て は 、 そ の 内 容に つ い て 利 用者又は そ の 家族に 対

し て 説明し 、 利 用者の 同 意を 得な け れ ば な り ま せ ん 。

⑤ 管理者は 、 介 護予 防通所介 護計画を 作 成し た 際に は 、 当該介 護予 防通所介 護計画を 利 用者に 交 付 し

な け れ ば な り ま せ ん 。

⑥ 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 に 当た っ て は 、 介 護予 防通所介 護計画に 基 づ き 、 利 用者が 日

常生活を 営む の に 必要な 支援を 行う も の と さ れ て い ま す 。

⑦ 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 に 当た っ て は 、 懇切 丁寧 に 行う こ と を 旨と し 、 利 用者又は そ

の 家族に 対し 、 サ ー ビ スの 提供 方法等に つ い て 、理解し や す い よ う に 説明を 行う も の と さ れ て い ま す 。

⑧ 介 護技術の 進歩に 対応し 、 適切 な 介 護技術を も っ て サ ー ビ スの 提供 を 行う も の と さ れ て い ま す 。

⑨ 管理者は 、 介 護予 防通所介 護計画に 基 づ く サ ー ビ スの 提供 の 開始 時か ら 、少な く と も １月に １回は 、

当該介 護予 防通所介 護計画に 係 る 利 用者の 状態、 当該利 用者に 対す る サ ー ビ スの 提供 状況等に つ い て 、

当該サ ー ビ スの 提供 に 係 る 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を 作 成し た 地域包 括支援セン ター 等に 報 告 す

る と と も に 、当該介 護予 防通所介 護計画に 記載し た サ ー ビ スの 提供 を 行う 期間が 終了 す る ま で に 、少な

く と も １回は 、 当該介 護予 防通所介 護計画の 実施状況の 把握（モニタリン グ ）を 行う も の と さ れ て い ま

す 。

⑩ 管理者は 、 モニタリン グ の 結果を 記録し 、 当該記録を 当該サ ー ビ スの 提供 に 係 る 介 護予 防サ ー ビ ス・

支援計画を 作 成し た 地域包 括支援セン ター 等に 報 告 し な け れ ば な り ま せ ん 。

⑪ 管理者は 、 モニタリン グ の 結果を 踏ま え 、 必要に 応じ て 介 護予 防通所介 護計画の 変 更を 行う も の と

さ れ て い ま す 。

⑫ ① ～⑩ の 規定 は 、 ⑪ に 規定 す る 介 護予 防通所介 護計画の 変 更に つ い て 準用し ま す 。
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（14）介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 に あ た っ て の 留意点 〈 基 準第 57条〉

・ 介 護予 防の 効 果を 高め る た め 、 指定 第１号通所事 業者は 、 サ ー ビ スの 提供 に 当た り 、 介 護予 防に お け

る ア セスメン トに お い て 把握さ れ た 課題、 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 に よ る 当該課題に 係

る 改善状況等を 踏ま え つ つ 、 効 率的か つ 柔軟な サ ー ビ ス提供 に 努 め な め れ ば な り ま せ ん 。

・ 指定 第 1 号通所事 業者は 、 運動 機能向 上サ ー ビ ス、 栄養改善サ ー ビ ス又は 口 腔機能向 上サ ー ビ スを

提供 す る に 当た っ て は 、 国内 外 の 文献等に お い て 有効 性が 確認さ れ て い る 等の 適切 な サ ー ビ スを 提供

し て く だ さ い 。

・ 指定 第 1 号通所事 業者は 、 サ ー ビ スの 提供 に 当た り 、 利 用者が 虚弱な 高齢者で あ る こ と に 十 分に 配

慮し 、 利 用者に 危 険が 伴 う よ う な 強い 負荷を 伴 う サ ー ビ スの 提供 は 行わ な い と と も に 、安全 管理体 制 等

の 確保 を 図る こ と 等を 通じ て 、 利 用者の 安全 面に 最大 限配慮し て く だ さ い 。

（15）利 用者に 関す る 市町村へ の 通知 〈 基 準第 54 条（第 22 条準用）〉

（16）緊急時等の 対応 〈 基 準第 54 条（第 23 条準用）〉

（17）屋外 で の サ ー ビ ス提供 に つ い て

（18）医行為に つ い て

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

５ 事 業運営

（19）管理者の 責務 〈 基 準第 54条（第 24条準用）〉

（20）運営規程 〈 基 準第 46条〉

（21）勤務体 制 の 確保 等 〈 基 準第 47条〉

（22）定 員 の 遵守 〈 基 準第 48 条〉

（23）非常災害対策 〈 基 準第 49条〉

（24）業務継続計画の 策定 等 〈 基 準第 54条（第 27条の ２準用）〉

（25）衛生管理等 〈 基 準第 51 条〉

（26）掲示 〈 基 準第 54条（第 29条準用）〉

（27）秘密保 持等 〈 基 準第 54 条（第 30 条準用）〉

（28）広告 〈 基 準第 54 条（第 31条準用）〉

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（29）地域包 括支援セン ター 等に 対す る 利 益供 与の 禁止 〈 基 準第 54 条（第 32条準用）〉

地域包 括支援セン ター 等に よ る 第１号通所事 業者等の 紹介 が 公 正中立に 行わ れ る よ う 、 地域包 括支援

セン ター 等又は そ の 従業者に 対し 、 要支援者等被保 険者に 対し て 当該事 業所を 紹介 す る こ と の 対償 と し

て 、 金品 そ の 他 の 財産上の 利 益を 供 与す る こ と は 禁じ ら れ て い ま す 。

（30）苦情処理 〈 基 準第 54条（第 33条準用）〉

（31）事 故発生時の 対応 〈 基 準第 52条〉
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（32）虐待の 防止 〈 基 準第 54 条（第 35 条の ２準用）〉

（33）地域と の 連携等 〈 基 準第 52 条の ２〉

（34）会 計の 区 分 〈 基 準第 54 条（第 36 条準用）〉

（35）記録の 整備 〈 基 準第 53 条〉

（36）電磁的記録等 〈 基 準第 60条〉

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（38）共生型介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 基 準 〈 基 準第 58 条の ２〉

障害福祉サ ー ビ ス事 業者で あ る 指定 生活介 護事 業者、 指定 自立訓練（機能訓練及 び 生活訓練）事 業

者、 指定 児 童発達支援事 業者及 び 指定 放課後等デイ サ ー ビ ス事 業者が 、 共生型介 護予 防通所介 護相当

サ ー ビ スを 実施す る た め に 、 満た す べ き 事 業は 次の と お り で す 。

・ 利 用者数を 指定 生活介 護事 業所等、 指定 通所介 護若し く は 指定 地域密着型通所介 護及 び 介 護予 防

通所介 護相当サ ー ビ スの 利 用者の 合 計数と し た 場 合 に お い て 、 従業員 数が 、 指定 生活介 護支援事 業

所等と し て 必要と さ れ る 数以 上で あ る こ と 。

・ 適切 な サ ー ビ スを 提供 す る た め 、 指定 通所介 護事 業所そ の 他 の 関係 機関か ら 必要な 技術的支援を

受 け て い る こ と 。

・ 共生型通所介 護を 提供 す る 通所介 護事 業者若し く は 共生型地域密着型通所介 護を 提供 す る 地域密

着型通所介 護事 業者と し て の 指定 を 受 け て い る こ と 。
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Ⅴ 第１号事 業支給費請求上の 注意点に つ い て

（１）１回あ た り の 回数制

介 護予 防訪問介 護相当サ ー ビ スに つ い て は 、 通所介 護と 異な り 、 所要時間に 応じ た 評価 で は な く 、 １回

あ た り の 回数制 で す 。

【 区 分と 単 位 数】

区 分 対象 単 位

週に １回程度 事 業対象者・ 要支援１ 384 単 位 /回

月５回以 上の 場 合 1,672 単 位 /月

週に ２回程度 事 業対象者・ 要支援２ 395 単 位 /回

月９回以 上の 場 合 3,428 単 位 /月

○ 区 分（１週間の サ ー ビ ス利 用回数）の 設定

あ ら か じ め 適切 な ア セスメン トに よ り 作 成さ れ た 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画を も と に 、 サ ー ビ ス担

当者会 議等に よ っ て 得ら れ た 専門的見地か ら 勘 案し て 、 標準的に 想定 さ れ る １週間あ た り の サ ー ビ ス

提供 頻度に 基 づ き 、 各 区 分を 位 置付 け て く だ さ い 。

利 用者の 状態に よ り 、 当初 の 区 分に お い て 想定 し て い た サ ー ビ ス提供 頻度に 変 動 が あ っ た と し て も 、

原 則 月途中で の 区 分の 変 更は 必要あ り ま せ ん 。 翌月以 降、 利 用者の 状態に 応じ た 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支

援計画の 変 更が 必要で あ る か を 検討し て く だ さ い 。

（例 １）要支援１の 利 用者に 、 週１回の サ ー ビ ス提供 を 予 定 し て い た が 、 状態の 悪化に 伴 い １カ 月８回

サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ 「 週１回程度」 の 利 用者と し て 、 １，６７２単 位 （５回以 上の た め ）

（例 ２）要支援２の 利 用者に 、 週２回の サ ー ビ ス提供 を 予 定 し て い た が 、 状態の 改善に 伴 い １カ 月４回

サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ 「 週２回程度」 の 利 用者と し て 、 ３９５単 位 × ４回

○ １回あ た り の サ ー ビ ス提供 時間（所要時間）

地域包 括支援セン ター 等が 利 用者の 心身の 状況、 そ の 置か れ て い る 環境 、希望等を 勘 案し て 行う 介 護

予 防ケ ア マネジ メン トを 踏ま え 、 事 業者と 利 用者の 契 約に よ り 、 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に お い て

設定 さ れ た 目標の 達成状況に 応じ て 必要な 程度の 時間を 設定 し て 、 指定 事 業者が 作 成す る 介 護予 防計

画に 位 置付 け て く だ さ い 。
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○ 報 酬の 算定

区 分は 当初 の 計画時に 設定 し た 区 分を 用い 、 利 用回数は サ ー ビ ス提供 実績に 基 づ い て 算定 し ま す 。上

限に 至っ た 場 合 は 、 １月あ た り の 包 括単 位 に よ り 算定 し ま す 。

（例 １）週に １回程度の 利 用者に 対し 、 １ケ 月に ４回サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ ３８４単 位 × ４回

（例 ２）週に １回程度の 利 用者に 対し 、 １ケ 月に ５回サ ー ビ スを 提供 し た 。

→ １，６７２単 位

（例 ３）週に ２回程度の 利 用者に 対し 、 １ケ 月に ９回の 提供 を 予 定 し て い た が 、 利 用者が 体 調を 崩し ４

回の サ ー ビ ス提供 と な っ た 。

→ ３９５単 位 × ４回

【 日割 り 計算に つ い て 】

（１）サ ー ビ ス提供 回数に よ る 算定

月の 途中で 上記の 事 業開始 や 区 分変 更な ど の 事 由が 生じ た と し て も 、 １回あ た り 単 位 を 使 用す る

場 合 は 、 日割 り 計算に は な り ま せ ん 。

【 例 】 事 業開始 に よ り 、 ８月２日に 契 約を 締結し 、 週１回程度の 利 用者に 、 通所型サ ー ビ スを ４

回（８月 10 日、 17 日、 24 日、 31 日）提供 し た 場 合

週１回程度１回あ た り 単 位 の 384 単 位 を 使 用

384 単 位 × ４回＝１，５３６単 位

（２）日割 り に よ る 算定

月の 途中で 上記の 事 業開始 や 区 分変 更な ど の 事 由が 生じ 、 ひ と 月の サ ー ビ ス提供 回数が 一定 の 回

数を 超え 、 月あ た り の 包 括単 位 の 対象と な る 場 合 に は 、 日割 り 計算に な り ま す 。

【 例 】 事 業開始 に よ り 、 ８月２日に 契 約を 締結し 、 週１回程度の 利 用者に 、 通所型サ ー ビ スを ５

回（８月３日、 10 日、 17 日、 24 日、 31 日）提供 し た 場 合

週１回程度の 月の 包 括単 位 に 該当。 日割 り の 単 位 で あ る 55 単 位 を 使 用

55 単 位 × 30 日＝１，６５０単 位

＜日割 り の 対象と な る 場 合 の 事 由と 起算日＞

・ 日割 り の 算定 方法に つ い て は 、 実際に 利 用し た 日数に か か わ ら ず 、 サ ー ビ ス算定 対象期間（※ ）に 応

じ た 日数に よ る 日割 り と す る 。 具 体 的に は 、 用意さ れ た 日額の サ ー ビ スコ ー ドの 単 位 数に 、 サ ー ビ ス算

定 対象日数を 乗 じ て 単 位 数を 算定 す る 。

※ サ ー ビ ス算定 対象期間：月の 途中に 開始 し た 場 合 は 、 起算日か ら 月末ま で の 期間

月の 途中に 修 了 し た 場 合 は 、 月初 か ら 起算日ま で の 期間
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対象サ ー ビ ス 月途中の 事 由 起算日※

第１号事 業

・ 介 護予 防訪問介

護相当サ ー ビ ス

・ 介 護予 防通所介

護相当サ ー ビ ス

開

始

・ 区 分変 更（要支援Ⅰ ⇔ 要支援Ⅱ ）

・ 区 分変 更（事 業対象者→ 要支援）

変 更日

・ 区 分変 更（要介 護→ 要支援）

・ サ ー ビ ス事 業所の 変 更（同 一サ ー ビ ス種類の み ）

・ 事 業開始 （指定 有効 期間開始 ）

・ 事 業所指定 効 力 停 止の 解除

契 約日

・ 利 用者と の 契 約開始 契 約日

・ 介 護予 防訪問（通所）介 護相当サ ー ビ スの 契 約

解除

契 約解除日の 翌日

・ 介 護予 防特定 施設入 居者生活介 護又は 介 護予 防

認知症対応型共同 生活介 護の 退去

退去 日の 翌日

・ 介 護予 防小規模多 機能型居宅介 護の 契 約解除 契 約解除日の 翌日

・ 介 護予 防短期入 所者生活介 護又は 介 護予 防短期

入 所療養介 護の 退所

退所日の 翌日

・ 公 費適用の 有効 期間開始 開始 日

・ 生保 単 独か ら 生保 併 用へ の 変 更

（65 歳に な っ て 被保 険者資格を 取 得し た 場 合 ）

資格取 得日

終

了

・ 区 分変 更（要支援Ⅰ ⇔ 要支援Ⅱ ）

・ 区 分変 更（事 業対象者→ 要支援）

変 更日

・ 区 分変 更（事 業対象者→ 要介 護）

・ 区 分変 更（要介 護→ 要支援）

・ サ ー ビ ス事 業所の 変 更（同 一サ ー ビ ス種類の み ）

・ 事 業廃止（指定 有効 期間満了 ）

・ 事 業所指定 効 力 停 止の 開始

契 約日

（廃止・ 満了 日）

（開始 日）

・ 利 用者と の 契 約解除 契 約解除日

・ 介 護予 防訪問（通所）介 護相当サ ー ビ スの 契 約

開始

サ ー ビ ス提供 日の 前

日

・ 介 護予 防特定 施設入 居者生活介 護又は 介 護予 防

認知症対応型共同 生活介 護の 入 居

入 居日の 前 日

・ 介 護予 防小規模多 機能型居宅介 護の 利 用者の 登

録開始

サ ー ビ ス提供 日（通

い 、 訪問又は 宿泊）の

前 日

・ 介 護予 防短期入 所者生活介 護又は 介 護予 防短期

入 所療養介 護の 入 所

入 所日の 前 日

・ 公 費適用の 有効 期間終了 終了 日

※ 終了 の 起算日は 、 引き 続き 月途中か ら の 開始 事 由が あ る 場 合 に つ い て は そ の 前 日と な る 。
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○ 他 市の 事 業所と 被保 険者の 利 用に つ い て

サ ー ビ ス利 用者の 保 険者ご と に 総合 事 業の ルー ルが 異な り ま す 。

市内 の 被保 険者 市外 の 被保 険者

市内 の 事 業所 横須賀市の ルー ル（1 回あ た り の 回数制 ） 他 市の ルー ル（自治体 ご と に 異な る ）

市外 の 事 業所 横須賀市の ルー ル（1 回あ た り の 回数制 ） 他 市の ルー ル（自治体 ご と に 異な る ）

※ 近隣市で は 逗子市と 葉山町が 1回あ た り の 回数制 を 導入 し て い ま す 。

※ 住 所地特例 者は 保 険者で は な く 施設所在地の ルー ルが 適用さ れ ま す の で ご 注意く だ さ い 。

○ キ ャン セル料に つ い て

月額包 括報 酬（定 額制 ）で は 、「 キ ャン セルが あ っ た 場 合 も 介 護報 酬上は 定 額ど お り の 算定 が な さ れ

て い る こ と を 踏ま え る と 、 キ ャン セル料の 設定 は 想定 し が た い 」 と さ れ て い ま し た が 、 １回あ た り 単 位

変 更後は 、キ ャン セル料の 内 容を 重要事 項説明書（又は 契 約書）に 定 め 、利 用者又は そ の 家族に 説明し 、

利 用者の 同 意（署名 又は 記名 ・ 押印 ）を 得る こ と で 、 キ ャン セル料を 徴収 す る こ と も 可 能で す 。 た だ し 、

キ ャン セルし た 回数を 差し 引い て も な お 月の 上限額（月額包 括報 酬）に 至る と き に は 、 こ れ ま で 同 様、

キ ャン セル料を 徴収 す る こ と は で き ま せ ん の で ご 注意く だ さ い 。

【 ポイ ン ト】

・ 月額包 括報 酬（定 額制 ）と サ ー ビ スの 基 本取 扱方針に 変 更は あ り ま せ ん 。 サ ー ビ ス提供 は 、 利 用

者の 介 護予 防に 資す る よ う 、 そ の 目的を 設定 し 、 計画的に 行わ れ な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 利 用

者が で き る 限り 要支援状態と な ら な い で 自立し た 日常生活を 営む こ と が で き る よ う 支援す る こ と

を 常に 意識し て サ ー ビ ス提供 す る よ う 努 め て く だ さ い 。

・ サ ー ビ ス提供 票に つ い て 、 包 括単 位 に よ る 請求の 予 定 が キ ャン セル等で 提供 回数が 減り 、 回数制

に よ る 請求と な っ た 場 合 、 そ の 都度サ ー ビ ス提供 票を 包 括支援セン ター 等に 差し 替え て も ら う 必要

は あ り ま せ ん 。

○ 加 算・ 減算の 扱い

加 算・ 減算ご と に 算定 単 位 が 「 １回に つ き 」 な の か 、「 １月に つ き 」 な の か は 異な り ま す 。

定 員 超過に よ る 減算 所定 単 位 数× 70／100
１回に つ き

職員 人 員 欠如に よ る 減算 所定 単 位 数× 70／100

若年性認知症利 用者受 入 加 算 240 単 位

１月に つ き

同 一建物に 居住 す る 者又は 同 一建物か ら 通所す る 利 用者に 係 る 減算

（１）事 業対象者・ 要支援１ －376 単 位

（２）事 業対象者・ 要支援２ －752 単 位

生活機能向 上グ ルー プ 活動 加 算 100 単 位

運動 器機能向 上加 算 225 単 位

栄養ア セスメン ト加 算 50 単 位

栄養改善加 算 200 単 位
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口 腔機能向 上加 算（Ⅰ ） 150 単 位

１月に つ き

口 腔機能向 上加 算（Ⅱ ） 160 単 位

選択的サ ー ビ ス複数実施加 算（Ⅰ ）

① 運動 器機能向 上及 び 栄養改善 480 単 位

② 運動 器機能向 上及 び 口 腔機能向 上 480 単 位

③ 栄養改善及 び 口 腔機能向 上 480 単 位

選択的サ ー ビ ス複数実施加 算（Ⅱ ）

運動 器機能向 上、 栄養改善及 び 口 腔機能向 上 700 単 位

事 業所評価 加 算 120 単 位

サ ー ビ ス提供 体 制 強化加 算（Ⅰ ）

① 事 業対象者・ 要支援Ⅰ 88 単 位

② 事 業対象者・ 要支援Ⅱ 176 単 位

サ ー ビ ス提供 体 制 強化加 算（Ⅱ ）

① 事 業対象者・ 要支援Ⅰ 72 単 位

② 事 業対象者・ 要支援Ⅱ 144 単 位

サ ー ビ ス提供 体 制 強化加 算（Ⅲ ）

① 事 業対象者・ 要支援Ⅰ 24 単 位

② 事 業対象者・ 要支援Ⅱ 48 単 位

生活機能向 上連携加 算（Ⅰ ） 100 単 位

生活機能向 上連携加 算（Ⅱ ） 200 単 位

生活機能向 上連携加 算（Ⅱ ）

運動 器機能向 上加 算を 算定 し て い る 場 合 100 単 位

口 腔・ 栄養スク リー ニン グ 加 算（Ⅰ ） 20 単 位 1 回に つ き

（６月に １回を 限

度と す る ）

口 腔・ 栄養スク リー ニン グ 加 算（Ⅱ ） ５単 位

科学的介 護推進体 制 加 算 40 単 位

１月に つ き

介 護職員 処遇改善加 算

（１）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅰ ） ＋所定 単 位 × 59／1000

（２）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅱ ） ＋所定 単 位 × 43／1000

（３）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅲ ） ＋所定 単 位 × 23／1000

（４）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅳ ） ＋（３）の 90／100

（５）介 護職員 処遇改善加 算（Ⅴ ） ＋（３）の 80／100

介 護職員 特定 処遇改善加 算

（１）介 護職員 特定 処遇改善加 算（Ⅰ ） ＋所定 単 位 × 12／1000

（２）介 護職員 特定 処遇改善加 算（Ⅱ ） ＋所定 単 位 × 10／1000
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【 １回あ た り の 回数制 に 関す る Ｑ＆Ａ】

Ｑ： 回数制 の 導入 に よ り 、 利 用者の 希望だ け で 利 用回数を 決め て よ い の か 。

Ａ： 利 用者の 心身の 状況や そ の 置か れ て い る 環境 、 希望等を 勘 案し 、 自立の た め の 最適な プ ラ ン を

ケ ア プ ラ ン 作 成者が 立て て 回数を 設定 す る こ と に な り ま す の で 、 定 額制 採用時と 同 様、 利 用者の

希望の み で 回数を 決め る こ と に は な り ま せ ん 。

Ｑ： 同 一の サ ー ビ スを ２カ 所以 上の 事 業所で 提供 す る こ と は 可 能か 。

Ａ： 定 額制 採用時と 同 様２カ 所以 上の 事 業所で サ ー ビ ス提供 す る こ と は で き ま せ ん （訪問型サ ー ビ

ス及 び 通所型サ ー ビ スを そ れ ぞ れ １カ 所ず つ 利 用す る こ と は 可 能で す ）。 介 護予 防通所介 護相当

サ ー ビ スは 、 自立に 向 け た 介 護予 防ケ ア マネジ メン トで 設定 さ れ た 利 用者の 目標達成を 図る 観点

か ら 、 一つ の 事 業所に お い て 、 １月を 通じ 、 利 用回数、 提供 時間、 内 容な ど 、 個 々 の 利 用者の 状

態や 希望に 応じ た サ ー ビ スを 提供 す る こ と を 想定 し て い る た め で す 。

Ｑ： 受 け 入 れ 人 数の 制 限を す る の は 可 能か 。

Ａ： 正当な 事 由な く 、 要支援者・ 事 業対象者で あ る と い う こ と を も っ て 受 け 入 れ を 拒否 す る こ と は

認め ら れ て い ま せ ん 。

Ｑ： 所在地が 市外 の 事 業所で も 、 横須賀市の 被保 険者（住 所地特例 者を 除く ）が 利 用し た 場 合 は 、

１回あ た り の 料金に な る の か 。

Ａ： １回あ た り の 料金に な り ま す 。

Ｑ： 住 所地特例 者（横須賀市の 被保 険者で 、 市外 の 対象施設に 入 所）の 算定 方法は 。

Ａ： 住 所地特例 者の 場 合 、 所在地の ルー ルに よ り 算定 さ れ る こ と に な る の で 、 横須賀市の 算定 方法

の 影響は 受 け ま せ ん 。

Ｑ： 要支援１の 利 用者が 週２回の 利 用を 希望し た 際は 、 週２回利 用で き る の か 。

Ａ： 通所型相当サ ー ビ スは 、 要支援１の 利 用者は 週１回程度の 区 分で す が 、 希望の み な ら ず 利 用者

の 状況等を 踏ま え た 適切 な ア セスメン トを 行っ た う え で 、 一時的に 利 用者の 自立支援の た め に 必

要な サ ー ビ ス利 用回数と ケ ア プ ラ ン に 位 置付 け ら れ る の で あ れ ば 、 利 用も 可 能で す 。 そ の 際は 、

月５回以 上の 場 合 と な る た め 、 1,672 単 位 ／月の 請求と な り ま す 。 た だ し 、 長期間、 要支援１の

利 用者が 週２回程度の サ ー ビ ス利 用回数と な る と き は 、 ケ ア プ ラ ン を 再 度見直し 、 区 分変 更申請

を 含 め た 総合 的な 検討を し て く だ さ い 。

Ｑ： 通所型相当サ ー ビ スの サ ー ビ ス提供 時間に 下限は な い の か 。

Ａ： 心身機能改善へ の 効 果や 通所介 護等の 制 度と の 整合 性な ど か ら 、 原 則 と し て ３時間未満の サ ー

ビ ス提供 は 想定 し て い ま せ ん 。 た だ し 、 個 別 に 、 利 用者の 心身の 状況や 置か れ て い る 環境 等を 勘

案し て 利 用者に と っ て 適切 な サ ー ビ ス提供 時間と し て ケ ア プ ラ ン 及 び 計画に 位 置付 け ら れ る 例

外 的な 場 合 で あ れ ば 、 ３時間未満の 計画を 妨 げ る も の で は あ り ま せ ん 。
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Ｑ： 通所型相当サ ー ビ スで は 、 送迎は 基 本単 位 に 包 括さ れ て い る が 、 提供 し な く て も よ い の か 。

Ａ： 送迎は 基 本単 位 に 包 括さ れ て い る こ と か ら 、 送迎を 実施す る こ と が 基 本と な り ま す 。 た だ 、 利

用者の 希望に よ り 送迎を 実施し な い こ と も 可 能で す 。 そ の 場 合 は サ ー ビ ス担当者会 議等に よ り 、

地域包 括支援セン ター 等と 情報 を 共有し た 上で 、 介 護予 防通所介 護計画に 送迎が な い 旨を 明記し

て く だ さ い 。

（２）定 員 超過利 用に よ る 減算

（３）職員 の 人 員 基 準欠如に よ る 減算

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（４）若年性認知症利 用者受 入 加 算

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（５）同 一建物に 居住 す る 又は 同 一建物か ら 通所す る 利 用者に 係 る 減算

指定 第１号通所事 業所と 同 一建物に 居住 す る 者又は 指定 第１号通所事 業所と 同 一建物か ら 当該指定 第

１号通所事 業所に 通う 者に 対し 、 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スを 提供 し た 場 合 は 、 傷 病そ の 他 や む を

得な い 事 情に よ り 送迎が 必要な 場 合 を 除き 、 次の 単 位 が 所定 単 位 数か ら 減算さ れ ま す 。

要支援１・ 事 業対象者（週１回程度利 用） → １月に つ き 376 単 位

要支援２・ 事 業対象者（週２回程度利 用） → １月に つ き 752 単 位

○ 同 一建物の 定 義

事 業所と 構造上又は 外 形上、 一体 的な 建物を 指す も の で あ り 、 具 体 的に は 、 当該建物の 一階部分に 第

１号通所事 業所が あ る 場 合 や 、当該建物と 渡り 廊下等で 繋が っ て い る 場 合 が 該当し ま す 。 同 一敷地内 に

あ る 別 棟の 建築物や 道路を 挟ん で 隣接す る 場 合 は 該当し ま せ ん 。

ま た 、 こ こ で い う 同 一建物に つ い て は 、 当該建築物の 管理、 運営法人 が 当該第１号通所事 業所（開設

法人 ）の 事 業所と 異な る 場 合 で あ っ て も 該当し ま す 。

○ 傷 病等に 止む を 得な い 事 情

傷 病等に よ り 一時的に 歩行困難と な っ た 者又は 歩行困難な 要介 護者で あ っ て 、 か つ 建物の 構造上自

力 で の 通所が 困難で あ る 者に 対し 、２人 以 上の 従業者が 、当該利 用者の 居住 す る 場 所と 当該指定 第 1 号

通所事 業所の 間の 往復の 移動 を 介 助し た 場 合 に 限ら れ ま す 。

た だ し 、 こ の 場 合 、 ２人 以 上の 従業者に よ る 移動 介 助を 必要と す る 理由や 移動 介 助の 方法及 び 期間

に つ い て 、 介 護支援専門員 と サ ー ビ ス担当者会 議等で 慎重に 検討し 、 そ の 内 容及 び 結果に つ い て 介 護予

防通所介 護計画に 記載し 、移動 介 助者及 び 移動 介 助時の 利 用者の 様子等に つ い て 、記録し な け れ ば な り

ま せ ん 。
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（６）生活機能向 上グ ルー プ 活動 加 算 100 単 位 ／月

利 用者の 生活機能の 向 上を 目的と し て 共通の 課題を 有す る 複数の 利 用者か ら な る グ ルー プ に 対し て 実

施さ れ る 日常生活上の 支援の た め の 活動 （以 下「 生活機能向 上グ ルー プ 活動 サ ー ビ ス」 と い う 。）を 行っ

た 場 合 に 加 算し ま す 。

＜算定 基 準＞

ア 生活相談員 、 看護職員 、 介 護職員 、 機能訓練指導員 そ の 他 指定 第１号通所事 業所の 従業者が 共同 し

て 、 利 用者ご と に 生活機能の 向 上の 目標を 設定 し た 介 護予 防通所介 護計画を 作 成し て い る こ と 。

イ 介 護予 防通所介 護計画の 作 成及 び 実施に お い て 利 用者の 生活機能の 向 上に 資す る よ う 複数の 種類

の 生活機能向 上グ ルー プ 活動 サ ー ビ スの 項目を 準備し 、 そ の 項目の 選択に 当た っ て は 、 利 用者の 生活

意欲が 増 進さ れ る よ う 利 用者を 援助し 、 利 用者の 心身の 状況に 応じ た 生活機能向 上グ ルー プ 活動 サ

ー ビ スが 適切 に 提供 さ れ て い る こ と 。

ウ 利 用者に 対し 、 生活機能向 上グ ルー プ 活動 サ ー ビ スを １週に つ き １回以 上行っ て い る こ と 。

＜プ ロセス＞

生活機能向 上グ ルー プ 活動 加 算は 、 自立し た 日常生活を 営む た め の 共通の 課題を 有す る 利 用者に 対

し 、 グ ルー プ で 生活機能の 向 上を 目的と し た 活動 を 行っ た 場 合 に 算定 で き る 。 ま た 、 集団的に 行わ れ る

レク リエ ー シ ョン や 創 作 活動 等の 機能訓練を 実施し た 場 合 に は 算定 で き な い 。 な お 、当該加 算を 算定 す

る 場 合 は 、 次の ① か ら ③ ま で を 満た す こ と が 必要で あ る 。

① 生活機能向 上グ ルー プ 活動 の 準備

ア 利 用者自ら が 日常生活上の 課題に 応じ て 活動 を 選択で き る よ う 、 次に 掲げ る 活動 項目を 参 考に 、

日常生活に 直結し た 活動 項目を 複数準備し 、 時間割 を 組む こ と 。

（活動 項目の 例 ）

家事 関連活動

衣：洗濯機・ ア イ ロン ・ ミシ ン 等の 操作 、 衣服の 手入 れ （ボタン つ け 等）等

食：献立作 り 、 買い 出し 、 調理家電（電子レン ジ 、 ク ッキ ン グ ヒ ー ター 、 電気ポット等）・ 調理

器具 （包 丁、 キ ッチン 鋏、 皮む き 器等）の 操作 、 調理（炊飯、 総菜、 行事 食等）、 パ ン 作 り

等

住 ：日曜大 工、 掃除道具 （掃除機、 モップ 等）の 操作 、 ガ ー デニン グ 等

通信 ・ 記録関連活動

機器操作 （携帯電話操作 、 パ ソコ ン 操作 等）、 記録作 成（家計簿、 日記、 健康ノー ト等）

イ 一つ の グ ルー プ の 人 数は ６人 以 下と す る こ と 。（個 別 対応不可 ）

② 利 用者ご と の 日常生活上の 課題の 把握と 達成目標の 設定

介 護職員 、生活相談員 、看護職員 、機能訓練指導員 そ の 他 の 職種の 者（以 下「 介 護職員 等」と い う 。）

が 生活機能向 上グ ルー プ 活動 サ ー ビ スを 行う に 当た っ て は 、 次の ア か ら エ ま で に 掲げ る 手順に よ り
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行う も の と す る 。 な お 、 ア か ら エ ま で の 手順に よ り 得ら れ た 結果は 、 介 護予 防通所介 護計画に 記録す

る こ と 。

ア 当該利 用者が 、（一）要支援状態に 至っ た 理由と 経緯、（二 ）要支援状態と な る 直前 の 日常生活の

自立の 程度と 家庭内 で の 役割 の 内 容、（三）要支援状態と な っ た 後に 自立し て で き な く な っ た こ と

若し く は 支障を 感じ る よ う に な っ た こ と 、（四）現在の 居宅に お け る 家事 遂行の 状況と 家庭内 で の

役割 の 内 容、（五 ）近隣と の 交 流の 状況等に つ い て 把握す る こ と 。

イ ア に つ い て 把握し た 上で 、 具 体 的な 日常生活上の 課題及 び 到 達目標を 当該利 用者と 共に 設定 す

る こ と 。 到 達目標は 、 お お む ね ３月程度で 達成可 能な 目標と し 、 さ ら に 段階的に 目標を 達成す る た

め に お お む ね １月程度で 達成可 能な 目標（以 下「 短期目標」 と い う 。）を 設定 す る こ と 。 到 達目標

及 び 短期目標に つ い て は 、当該利 用者の 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画と 整合 性の と れ た 内 容と す る

こ と 。

ウ 介 護職員 等は 、 当該利 用者の 同 意を 得た 上で 到 達目標を 達成す る た め に 適切 な 活動 項目を 選定

す る こ と 。 当該利 用者の 活動 項目の 選定 に 当た っ て は 、 生活意欲を 引き 出す な ど 、 当該利 用者が 主

体 的に 参 加 で き る よ う 支援す る こ と 。

エ 生活機能向 上グ ルー プ 活動 の （一）実施時間は 、 利 用者の 状態や 活動 の 内 容を 踏ま え た 適切 な 時

間と し 、（二 ）実施頻度は １週に つ き １回以 上行う こ と と し 、（三）実施期間は お お む ね ３月以 内 と

す る 。 介 護職員 等は 、（一）か ら （三）ま で に つ い て 、 当該利 用者に 説明し 、 同 意を 得る こ と 。

③ 生活機能向 上グ ルー プ 活動 の 実施方法

ア 介 護職員 等は 、 あ ら か じ め 生活機能向 上グ ルー プ 活動 に 係 る 計画を 作 成し 、 当該活動 項目の 具

体 的な 内 容、 進め 方及 び 実施上の 留意点等を 明ら か に し て お く こ と 。

イ 生活機能向 上グ ルー プ 活動 は 、 グ ルー プ ご と に 、 当該生活機能向 上グ ルー プ 活動 の 実施時間を

通じ て 一人 以 上の 介 護職員 等を 配置す る こ と と し 、 同 じ グ ルー プ に 属す る 利 用者が 相互 に 協力 し

な が ら 、 そ れ ぞ れ が 有す る 能力 を 発揮で き る よ う 適切 な 支援を 行う こ と 。

ウ 介 護職員 等は 、 当該サ ー ビ スを 実施し た 日ご と に 、 実施時間、 実施内 容、 参 加 し た 利 用者の 人 数

及 び 氏名 等を 記録す る こ と 。

エ 利 用者の 短期目標に 応じ て 、 お お む ね 一月毎に 、 利 用者の 当該短期目標の 達成度と 生活機能向

上グ ルー プ 活動 に お け る 当該利 用者の 客観的な 状況に つ い て モニタリン グ を 行う と と も に 、 必要

に 応じ て 、 生活機能向 上グ ルー プ 活動 に 係 る 計画の 修 正を 行う こ と 。

オ 実施期間終了 後、 到 達目標の 達成状況及 び ② の ア （三）か ら （五 ）で 把握し た 、 要支援状態と な

っ た 後に 自立し て で き な く な っ た こ と 若し く は 支障を 感じ る よ う に な っ た と い う 状況、 現在の 居

宅に お け る 家事 遂行の 状況と 家庭内 で の 役割 の 内 容、 近隣と の 交 流の 状況等に い て 確認す る こ と 。

そ の 結果、当該到 達目標を 達成し て い る 場 合 に は 、当該利 用者に 対す る 当該生活機能向 上グ ルー プ

活動 を 終了 し 、 当該利 用者を 担当す る 介 護予 防支援事 業者に 報 告 す る こ と 。 ま た 、 当該到 達目標を

達成し て い な い 場 合 に は 、達成で き な か っ た 理由を 明ら か に す る と と も に 、当該サ ー ビ スの 継続の

必要性に つ い て 当該利 用者及 び 介 護予 防支援事 業者と 検討す る こ と 。 そ の 上で 、当該サ ー ビ スを 継

続す る 場 合 は 、 適切 に 実施方法及 び 実施内 容等を 見直す こ と 。
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【 ポイ ン ト】

・ 同 月中に 利 用者に 対し 、 運動 器機能向 上加 算、 栄養改善加 算、 口 腔機能向 上加 算又は 選択的サ ー

ビ ス複数実施加 算の い ず れ か を 算定 し て い る 場 合 は 、 算定 で き ま せ ん 。

・ 運動 器機能向 上加 算、 栄養改善加 算、 口 腔機能向 上加 算又は 選択的サ ー ビ ス複数実施加 算の 届出

を 行っ て い る 事 業所で あ っ て も 、 生活機能向 上グ ルー プ 活動 加 算の 届出を 行う こ と は 可 能で す （同

一利 用者に 対し て 同 一月に 生活機能向 上グ ルー プ 活動 加 算と 運動 器機能向 上加 算、 栄養改善加 算、

口 腔機能向 上加 算又は 選択的サ ー ビ ス複数実施加 算を 同 時に 算定 す る こ と は で き ま せ ん が 、 運動 器

機能向 上加 算、 栄養改善加 算、 口 腔機能向 上加 算又は 選択的サ ー ビ ス複数実施加 算を 算定 し て い な

い 利 用者に 対し て 生活機能向 上グ ルー プ 活動 加 算を 算定 す る こ と は 可 能で あ る た め ）。

（７）運動 器機能向 上加 算 225 単 位 ／月

理学療法士 等を 中心に 看護職員 、 介 護職員 等が 共同 し て 利 用者の 運動 器機能向 上に 係 る 個 別 の 計画を

作 成し 、 こ れ に 基 づ く 適切 な サ ー ビ スの 実施、 定 期的な 評価 と 計画の 見直し 等の 一連の プ ロセスを 実施

し た 場 合 に 加 算し ま す 。

＜算定 基 準＞

利 用者の 運動 器の 機能向 上を 目的と し て 個 別 的に 実施さ れ る 機能訓練で あ っ て 、 利 用者の 心身の 状態

の 維持又は 向 上に 資す る と 認め ら れ る も の（以 下「 運動 器機能向 上サ ー ビ ス」と い う 。）を 行っ た 場 合 は 、

１月に つ き 所定 単 位 数を 加 算し ま す 。

人 員 専ら 機能訓練指導員 の 職務に 従事 す る 理学療法士 、作 業療法士 、言語聴覚士 、看護職員 、

柔道整復師又は あ ん 摩マッサ ー ジ 指圧師を １名 以 上配置し て 行う こ と 。

計画 利 用者の 運動 器の 機能を 利 用開始 時に 把握し 、 理学療法士 等、 看護職員 、 介 護職員 、 生

活相談員 そ の 他 の 職種が 共同 し て 、 運動 器機能向 上計画を 作 成し て い る こ と 。

記録 利 用者ご と の 運動 器機能向 上計画に 従い 理学療法士 等、 経験の あ る 介 護職員 そ の 他 の

職種の 者が 運動 器機能向 上サ ー ビ スを 行っ て い る と と も に 、 利 用者の 運動 器の 機能を 定

期的に 記録し て い る こ と 。

評価 利 用者ご と の 運動 器機能向 上計画の 進捗状況を 定 期的に 評価 し て い る こ と 。

定 員 等 運営基 準に 基 づ き 事 業所の 運営規程に 定 め ら れ た 利 用定 員 を 遵守す る と と も に 、 人 員

基 準に 定 め ら れ た 職種、 員 数の 職員 を 配置し 、 定 員 超過利 用及 び 人 員 基 準欠如に よ る 減算

を し て い な い こ と 。

＜プ ロセス＞

運動 器機能向 上サ ー ビ スに つ い て は 、 以 下の ア か ら キ ま で に 掲げ る と お り 、 実施す る こ と 。

ア 利 用者ご と に 看護職員 等の 医療従事 者に よ る 運動 器機能向 上サ ー ビ スの 実施に 当た っ て の リスク

評価 、 体 力 測定 等を 実施し 、 サ ー ビ スの 提供 に 際し て 考慮す べ き リスク 、 利 用者の ニー ズ及 び 運動 器

の 機能の 状況を 、 利 用開始 時に 把握す る こ と 。

イ 理学療法士 等が 、 暫定 的に 、 利 用者ご と の ニー ズを 実現す る た め の 概ね ３月程度で 達成可 能な 目
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標（以 下「 長期目標」 と い う ）及 び 長期目標を 達成す る た め の 概ね １月程度で 達成可 能な 目標（以 下

「 短期目標」 と い う ）を 設定 す る こ と 。 長期目標及 び 短期目標に つ い て は 、 地域包 括新セン ター 等で

作 成さ れ た 当該利 用者に 係 る 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画と 整合 が 図ら れ た も の と す る こ と 。

ウ 利 用者に 係 る 長期目標及 び 短期目標を 踏ま え 、 理学療法士 等、 看護職員 、 介 護職員 、 生活相談員 そ

の 他 の 職種の 者が 共同 し て 、 当該利 用者ご と に 、 実施す る 運動 の 種類、 実施期間、 実施頻度、 １回当

た り の 実施時間、 実施形態等を 記録し た 運動 器機能向 上計画を 作 成す る こ と 。

そ の 際、実施期間に つ い て は 、運動 の 種類に よ っ て 異な る も の の 、概ね ３月程度と す る こ と 。ま た 、

作 成し た 運動 器機能向 上計画に つ い て は 、 運動 器機能向 上サ ー ビ スの 提供 に よ る 効 果、 リスク 、 緊急

時の 対応等と 併 せ て 、当該運動 器機能向 上計画の 対象と な る 利 用者に 分か り や す い 形で 説明し 、 そ の

同 意を 得る こ と 。 な お 、 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スに お い て は 、 運動 器機能向 上計画に 相当す る

内 容を 介 護予 防通所介 護計画の 中に 記載す る 場 合 は 、 そ の 記載を も っ て 運動 器機能向 上計画の 作 成

に 変 え る こ と が で き る も の と す る こ と 。

エ 運動 器機能向 上計画に 基 づ き 、 利 用者ご と に 運動 器機能向 上サ ー ビ スを 提供 す る こ と 。 そ の 際、 提

供 す る 運動 器機能向 上サ ー ビ スに つ い て は 、 国内 外 の 文献等に お い て 介 護予 防の 観点か ら 有効 性が

確認さ れ て い る 等の 適切 な も の と す る こ と 。 ま た 、 運動 器機能向 上計画に 実施上の 問題点（運動 の 種

類の 変 更の 必要性、 実施頻度の 変 更の 必要性等）が あ れ ば 直ち に 当該計画を 修 正す る こ と 。

オ 利 用者の 短期目標に 応じ て 、 概ね １月間毎に 、 利 用者の 当該短期目標の 達成度と 客観的な 運動 器

の 機能の 状況に つ い て モニタリン グ を 行う と と も に 、必要に 応じ て 、運動 器機能向 上計画の 修 正を 行

う こ と 。

カ 運動 器機能向 上計画に 定 め る 実施期間終了 後に 、 利 用者毎に 、 長期目標の 達成度及 び 運動 器の 機

能の 状況に つ い て 、 事 後ア セスメン トを 実施し 、 そ の 結果を 当該利 用者に 係 る 地域包 括支援セン ター

等に 報 告 す る こ と 。 地域包 括支援セン ター 等に よ る 当該報 告 も 踏ま え た 介 護予 防ケ ア マネジ メン ト

の 結果、運動 器機能向 上サ ー ビ スの 継続が 必要で あ る と の 判 断が な さ れ る 場 合 に は 、上記ア か ら カ ま

で の 流れ に よ り 、 継続的に 運動 器機能向 上サ ー ビ スを 提供 す る 。

キ 基 準第 54 条に お い て 準用す る 第 19 条に お い て 規定 す る そ れ ぞ れ の サ ー ビ スの 提供 の 記録に お い

て 利 用者ご と の 運動 器機能向 上計画に 従い 、 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スに お い て は 理学療法士

等、 経験の あ る 介 護職員 そ の 他 の 職種の 者が 、 利 用者の 運動 器の 機能を 定 期的に 記録す る 場 合 は 、 当

該記録と は 別 に 運動 器機能向 上加 算の た め に 利 用者の 運動 器の 機能を 定 期的に 記録す る 必要は な い

も の と す る こ と 。

留意点

運動 器機能向 上サ ー ビ スを 提供 す る 目的は 、 当該サ ー ビ スを 通じ て 要支援者が で き る 限り 要介 護状

態に な ら ず 、 自立し た 日常生活を 営む こ と が で き る よ う 支援す る こ と で あ る こ と に 留意し つ つ 行う こ

と 。

【 ポイ ン ト】（平成 18 年３月 22 日Ｑ＆Ａ（Vol.１））

（問 26） 運動 器の 機能向 上に つ い て 、 個 別 の 計画を 作 成し て い る こ と を 前 提に 、 サ ー ビ スは 集団的

に 提供 し て も よ い か 。
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（回答） 個 別 に サ ー ビ スを 提供 す る こ と が 必要で あ り 、 集団的な 提供 の み で は 算定 で き な い 。 な お 、

加 算の 算定 に 当た っ て は 、 個 別 の 提供 を 必須と す る が 、 加 え て 集団的な サ ー ビ スを 提供 す る

こ と を 妨 げ る も の で は な い 。

（問 27） 運動 器の 機能向 上加 算は １月間に 何 回か 。 ま た 、１日あ た り の 実施時間に 目安は あ る の か 。

利 用者の 運動 器の 機能把握を 行う た め 、 利 用者の 自己負担に よ り 医師の 診断書等の 提出を 求

め る こ と は 認め ら れ る の か 。

（回答） 利 用回数、 時間の 目安を 示す こ と は 予 定 し て い な い が 、 適宣、 介 護予 防マニュア ル（※ ）

を 参 照し て 実施さ れ た い 。 ま た 、 運動 器の 機能に つ い て は 、 地域包 括支援セン ター の ケ ア マ

ネジ メン トに お い て 把握さ れ る も の と 考え て い る 。

※ 介 護予 防マニュア ル（改訂版：平成 24年３月）に つ い て

（https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/tp0501-1.html）

（８）栄養ア セスメン ト加 算

（９）栄養改善加 算

（10）口 腔機能向 上加 算

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（11）選択的サ ー ビ ス複数実施加 算

選択的サ ー ビ ス複数実施加 算（Ⅰ ） 480 単 位 ／月

選択的サ ー ビ ス複数実施加 算（Ⅱ ） 700 単 位 ／月

利 用者の 自立を 促 す サ ー ビ スを 重点的か つ 効 果的に 提供 す る 観点か ら 、 生活機能の 向 上に 資す る 選択

的サ ー ビ ス（運動 器機能向 上サ ー ビ ス、 栄養改善サ ー ビ ス又は 口 腔機能向 上サ ー ビ ス）の う ち 、 複数の プ

ログ ラ ムを 組み 合 わ せ て 実施し た 場 合 に 算定 で き ま す 。

＜算定 基 準＞

ア 利 用者が 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スの 提供 を 受 け る 日に 必ず い ず れ か の 選択的サ ー ビ スを 実

施し て い な け れ ば な り ま せ ん 。

イ １月に つ き 、 い ず れ か の 選択的サ ー ビ スを ２回以 上実施し て い な け れ ば な り ま せ ん 。

ウ 選択的サ ー ビ ス複数実施加 算（Ⅰ ）に つ い て は 、 選択的サ ー ビ スの う ち ２種類、 選択的サ ー ビ ス複

数実施加 算（Ⅱ ）に つ い て は 、 ３種類実施し た 場 合 に 算定 し ま す 。

＜留意点＞

ア 同 月中に 利 用者に 対し 、 運動 器機能向 上加 算、 栄養改善加 算又は 口 腔機能向 上加 算を 算定 し て い

る 場 合 に は 算定 で き ま せ ん 。

イ （Ⅰ ）（Ⅱ ）い ず れ か の 加 算し か 算定 で き ま せ ん （（Ⅰ ）と （Ⅱ ）を 同 時に 算定 す る こ と は で き ま せ

ん ）。

ウ 複数の 種類の 選択的サ ー ビ スを 組み 合 わ せ て 実施す る に 当た っ て 、 各 選択的サ ー ビ スを 担当す る

専門の 職種が 相互 に 連携を 図り 、 よ り 効 果的な サ ー ビ スの 提供 方法等に つ い て 検討す る 必要が あ り
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ま す 。

エ 算定 に 当た っ て は 以 下に 留意し て く だ さ い 。

・ 実施す る 選択的サ ー ビ スご と に 、 各 選択的サ ー ビ スの 取 り 扱い に 従い 適切 に 実施し て い る こ と 。

・ い ず れ か の 選択的サ ー ビ スを 週１回以 上実施す る こ と 。

（12）事 業所評価 加 算 120 単 位 ／月

（５）運動 器機能向 上加 算、（６）栄養改善加 算、（７）口 腔機能向 上加 算の 対象と な る 事 業所に つ い て 、

利 用者の 要支援状態の 維持・ 改善の 割 合 が 一定 以 上に な っ た 場 合 に 次年度に 加 算し ま す 。

＜算定 基 準＞

評価 対象期間の 満了 日の 属す る 年度の 次の 年度内 に 限り 、 １月に つ き 所定 単 位 を 加 算す る 。

ア 運営基 準に 基 づ き 事 業所の 運営規程に 定 め ら れ た 利 用定 員 を 遵守す る と と も に 、 人 員 基 準に 定

め ら れ た 職種、 員 数の 職員 を 配置し 、 定 員 超過利 用及 び 人 員 基 準欠如に よ る 減算を し て い な い こ

と 。

イ 運動 器機能向 上加 算、 栄養改善加 算又は 口 腔機能向 上加 算の 対象と な る 事 業所で あ り 、 届け 出

て 選択的サ ー ビ スを 行っ て い る こ と 。

ウ 評価 対象期間に お け る 当該第１号通所事 業所の 利 用人 員 が 10 名 以 上で あ る こ と 。

エ 評価 対象期間に お け る 当該第１号通所事 業所の 提供 す る 選択的サ ー ビ スサ ー ビ スの 利 用実人 員

数を 当該第１号通所事 業所の 利 用実人 員 数で 除し た 得た 数が ０．６以 上で あ る こ と 。

オ 次の （２）を （１）で 除し た 割 合 が ０．７以 上で あ る こ と 。

（１） 評価 対象期間に お い て 、 当該第１号通所事 業所の 提供 す る 選択的サ ー ビ スを ３月間以 上利 用

し 、 か つ 、 当該サ ー ビ スを 利 用し た 後、 法第 33 条第 1 項に 基 づ く 要支援更新認定 又は 法第 33 条

の ２第 1 項に 基 づ く 要支援状態区 分の 変 更の 認定 （以 下「 要支援更新認定 等」 と い う ）を 受 け た

者の 数。

更新・ 変 更認定 を 受 け た 者の 数に は 、 基 本チェ ック リスト該当者（以 下「 事 業対象者」 と い

う 。）と し て 継続し て い る 者及 び 事 業対象者か ら 介 護予 防・ 生活支援サ ー ビ ス事 業の 対象外 と な

っ た 者の 数も 含 む 。

（２） 選択的サ ー ビ スを 利 用し た 後、 評価 対象期間内 に 行わ れ る 要支援更新認定 等に お い て 、 当該

要支援更新認定 等の 前 の 要支援状態区 分と 比較し て 、要支援状態区 分に 変 更が な か っ た 者（指定

介 護予 防支援事 業者が 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に 定 め る 目標に 照ら し 、当該第１号事 業者に

よ る サ ー ビ スの 提供 が 終了 し た と 認め る 者に 限る 。）の 数に 、 要支援更新認定 等の 前 の 要支援状

態区 分が 要支援２の 者で あ っ て 、 要支援更新認定 等に よ り 要支援１と 判 定 さ れ た も の 又は 要支

援更新認定 等前 の 要支援状態区 分が 要支援１の 者で あ っ て 、 要支援更新認定 等に よ り 非該当と

判 定 さ れ た も の の 人 数及 び 要支援更新認定 等の 前 の 要支援状態区 分が 要支援２の 者で あ っ て 、

要支援更新認定 等に お い て 非該当と 判 定 さ れ た 者の 人 数の 合 計数に ２を 乗 じ て 得た 数を 加 え た

も の 。

要支援状態区 分に 変 更が な か っ た 者の 数に は 、 要支援１・ ２の 者が 要支援更新認定 等に よ り 、

事 業対象者と な っ た 者の 数及 び 継続し て 事 業対象者で あ る 者の 数を 含 む 。 ま た 、要支援更新認定
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等に よ り 要支援状態区 分が 改善し た 者の 数に は 、 事 業対象者か ら 介 護予 防・ 生活支援サ ー ビ ス事

業の 対象外 と な っ た 者の 数も 含 む 。

要支援状態区 分の 維持者数（Ａ）＋改善者数（Ｂ）× ２

≧ 0.7

評価 対象期間内 に 運動 器機能向 上サ ー ビ ス、 栄養改善サ ー ビ ス又は

口 腔機能向 上サ ー ビ スを ３月以 上利 用し 、 そ の 後に 更新・ 変 更

認定 を 受 け た 者の 数（Ｃ）

現在の 状態

要支援２ 要支援１ 事 業対象者 事 業対象外（※ ）

元

の

状

態

要支援２ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

要支援２ － Ａ Ａ Ｂ

事 業対象者 － － Ａ Ｂ

※ 要介 護者に な っ た 者を 除く

【 ポイ ン ト】（平成 18 年９月 11 日Ｑ＆Ａ（Vol.７））

Ｑ： い つ の 時期ま で に 提供 さ れ た サ ー ビ スが 、 翌年度の 事 業所評価 加 算の 事 業所評価 加 算の 評価 対

象と な る の か 。

Ａ： 事 業所評価 加 算の 評価 対象と な る 利 用者は 、 ① 評価 の 対象と な る 事 業所に て 、 選択的サ ー ビ ス

に 係 る 加 算を 連続し て ３月以 上算定 し て お り 、 ② 選択的サ ー ビ スに 係 る 加 算よ り 後の 月に 要支援

認定 の 更新又は 変 更認定 を 受 け て い る 者で あ る こ と か ら 、 選択的サ ー ビ スの 提供 を 受 け た 者の 全

て が 評価 対象受 給者と な る も の で は あ り ま せ ん 。

評価 対象期間は 、 各 年１月１日か ら 12 月 31 日ま で で あ る が 、 各 年 12 月 31 日ま で に 国保 連合

会 に お い て 評価 対象受 給者を 確定 す る 必要が あ る こ と か ら 、 ① ９月ま で に 選択的サ ー ビ スの 提供

を 受 け 、 10 月末日ま で に 更新・ 変 更認定 が 行わ れ た 者ま で が 翌年度の 事 業所評価 加 算の 評価 対象

受 給者で あ り 、 ② 11 月以 降に 更新・ 変 更認定 が 行わ れ た 者は 翌々 年度の 事 業所評価 加 算の 評価 対

象受 給者と な り ま す 。

な お 、 選択的サ ー ビ スに 係 る 加 算や 受 給者台帳情報 は 、 国保 連合 会 が 一定 期間の う ち に 把握で

き た も の に 限ら れ る た め 、 例 え ば 、 評価 対象期間を 過ぎ て 請求さ れ て き た 場 合 等は 評価 対象と な

り ま せ ん 。

Ｑ： 事 業所評価 加 算の 評価 対象受 給者に つ い て は 、 選択的サ ー ビ スを ３月以 上利 用す る こ と が 要件

と さ れ て い る が 、 連続す る ３月が 必要か 。 ま た 、 ３月の 間に 選択的サ ー ビ スの 種類に 変 更が あ っ

た 場 合 は ど う か 。

Ａ： 選択的サ ー ビ スの 標準的な サ ー ビ ス提供 期間は 概ね ３月で あ る こ と か ら 、 評価 対象受 給者に つ

い て は 選択的サ ー ビ スを ３月以 上連続し て 受 給す る 者を 対象と す る こ と と し て い ま す 。 ま た 、 選
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択的サ ー ビ スの 標準的な サ ー ビ ス提供 期間は 概ね ３月で あ る こ と か ら 、 通常３月は 同 一の 選択的

サ ー ビ スが 提供 さ れ る も の と 考え て い ま す が 、 連続す る ３月の 中で 選択的サ ー ビ スが 同 一で な い

場 合 に つ い て も 、 国保 連合 会 に お い て は 、 評価 対象受 給者と し て 計算す る こ と と し て い ま す 。

Ｑ： 評価 対象事 業所の 要件 と し て 「 評価 対象期間に お け る 当該第１号通所事 業所の 利 用実員 数が 10

名 以 上で あ る こ と 。」 と さ れ て い る が 、 10 名 以 上の 者が 連続す る ３月以 上の 選択的サ ー ビ スを 利

用す る 必要が あ る の か 。

Ａ： 単 に 利 用実員 数が 10 名 以 上で あ れ ば よ く 、 必ず し も こ れ ら の 者全 員 が 連続す る ３月以 上の 選

択的サ ー ビ スを 利 用し て い る 必要は あ り ま せ ん 。

Ｑ： ４月に Ａ事 業所、 ５月に Ｂ事 業所、 ６月に Ｃ事 業所か ら 選択的サ ー ビ スの 提供 が あ っ た 場 合 は

評価 対象と な る の か 。

Ａ： 事 業所評価 加 算は 事 業所の 提供 す る 効 果的な サ ー ビ スを 評価 す る 観点か ら 行う も の で あ る こ と

か ら 、 同 一事 業所が 提供 す る 選択的サ ー ビ スに つ い て 評価 す る も の で あ り 、 質問の ケ ー スに つ い

て は 、 評価 対象と な り ま せ ん 。

Ｑ： 事 業所評価 加 算は 、 利 用者の 側 に 立て ば 、 自己負担額が 増 加 す る こ と に な り 、 利 用者に 対す る

説明に 苦慮す る こ と と な る が 見解如何

Ａ： 事 業所評価 加 算を 算定 で き る 事 業所は 、 介 護予 防の 観点か ら の 目標達成度の 高い 事 業所で あ る

こ と か ら 利 用者負担も 高く な る こ と に つ い て 、 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画作 成時か ら 利 用者に

十 分に 説明し 、 理解を 求め る こ と が 重要で あ る と 考え て い ま す 。

Ｑ： 要支援状態が 「 維持」 の 者に つ い て も 「 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に 定 め る 目標に 照ら し 、

当該第１号事 業者に よ る サ ー ビ スの 提供 が 終了 し た と 認め る 者に 限る 」 と し て 評価 対象者に 加 わ

っ て い る が 、 要支援状態区 分に 変 更が な か っ た 者は 、 サ ー ビ スの 提供 終了 し な い の で は な い か 。

Ａ： 介 護予 防サ ー ビ ス・ 支援計画に は 生活機能の 向 上の 観点か ら 目標が 定 め ら れ 、 当該目標を 達成

す る た め に 各 種サ ー ビ スが 提供 さ れ る も の で あ る か ら 、 当該目標が 達成さ れ れ ば 、 そ れ は 「 サ ー

ビ スの 提供 が 終了 し た 」 と 認め ら れ ま す 。 し た が っ て 、 そ の 者が サ ー ビ スか ら 離脱し た 場 合 で あ

っ て も 、 新た な 目標を 設定 し て 引き 続き サ ー ビ ス提供 を 受 け る 場 合 で あ っ て も 、 評価 対象者に は

加 え ら れ ま す 。
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（13）サ ー ビ ス提供 体 制 強化加 算

（14）生活機能向 上連携加 算

（15）口 腔・ 栄養スク リー ニン グ 加 算

（16）科学的介 護推進体 制 加 算

（17）介 護職員 処遇改善加 算

（18）介 護職員 特定 処遇改善加 算

考え 方は 「 通所介 護」 と 同 様と な り ま す 。

（19）他 の サ ー ビ スと の 関係

利 用者が 次の サ ー ビ スを 受 け て い る 間は 第１号事 業支給費を 算定 で き ま せ ん 。

○ 介 護予 防特定 施設入 居者生活介 護

○ 介 護予 防小規模多 機能居宅介 護

○ 介 護予 防認知症対応型共同 生活介 護

○ 介 護予 防短期入 所生活介 護

○ 介 護予 防短期入 所療養介 護
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【アセスメント・介護予防通所介護計画の作成・モニタリング】

【 ポイ ン ト】

① 介 護予 防通所介 護計画に サ ー ビ ス提供 期間を 設定 す る 。

② 指定 第 1 号通所事 業者が 介 護予 防支援事 業者に サ ー ビ ス提供 状況等を 月に １度報 告 し な く て は な

ら な い 。

③ 提供 期間内 に 少な く と も １回モニタリン グ を 行わ な く て は な ら な い 。

そ の 結果を 介 護予 防支援事 業者に 報 告 し な く て は な ら な い 。

利 用者状況の 把握

課題（ニー ズ）の
特定

介 護予 防通所介 護
計画の 作 成

利 用者へ の 介 護予
防通所介 護計画原
案の 説明、 同 意

介 護予 防通所介 護
計画の 交 付

介 護予 防通所介 護
計画の 評価 ・ 見直

し

利 用者の 心身の 状況、 日常生活全 般の 状況等の 把握（ア

セスメン ト）を 行う

＜利 用者の 希望の 把握、 利 用者の 可 能性の 発見、 隠れ た ニ

ー ズの 把握＞

ア セスメン トに 基 づ き 、 課題を 特定 す る

＜利 用者の 希望と 課題（ニー ズ）を 区 分す る ＞

利 用者の 希望が 介 護予 防通所介 護相当サ ー ビ スで す べ

て 対応で き る と は 限り ま せ ん 。 ま た 、 利 用者の 希望が 自立

支援に な ら な い 場 合 も あ り ま す 。

＜盛り 込む べ き 事 項＞

① 計画書の 作 成者氏名 、 作 成年月日、 ② 利 用者名 、 要

介 護度、 ③ 担当す る 訪問介 護員 等の 名 前 、 ④ 解決す べ

き 課題、 ⑤ 援助目標（具 体 的に 記載）、 ⑥ サ ー ビ スの 区

分、 内 容（具 体 的に ！）、日程等、所要時間、 ⑦ 留意事 項、

⑧ 利 用者家族へ の 説明者名 、 説明・ 同 意・ 交 付 日、 同 意

者名 、 同 意に 関す る 署名 欄

計画を 作 成・ 変 更す る 場 合 、 原 案を 利 用者又は 家族に 説明

し 、 文書に よ り 利 用者の 同 意を 得る 。

サ ー ビ ス提供 時の 利 用者の 状況な ど 、 モニタリン グ 、 介

護職員 か ら の 報 告 に 基 づ き 介 護予 防通所介 護計画の 内 容

を 評価 し 必要に 応じ 見直し を 図り ま す 。
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